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第８章 60 歳を迎えた職員の働き方 

 
高齢化社会への対応に配慮しつつ、職員の新陳代謝を促し、長期的な展望に

立った計画的かつ安定的な人事管理を促すため、昭和 60 年度から地方公務員に

定年制が実施されました。 

平成 13 年度から平成 25 年度まで公的年金の定額部分の支給開始年齢が段階

的に 65 歳に引き上げられることを勘案し、60 歳代前半の生活を雇用と年金によ

り支えるという地方公務員法の改正趣旨から平成14年度に定年退職者を対象と

する再任用制度を導入しました。 

なお、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が平成 25 年度から令和７年度

まで、段階的に 65 歳に引き上げられることに伴い、無収入期間が発生しないよ

うに雇用と年金の接続を図ることが官民共通の課題となっていました。 

地方公務員については、地方公務員法に基づく技術的助言として、総務副大

臣から平成 25 年３月 29 日付けで「地方公務員の雇用と年金の接続について」

が示され、特別区人事厚生事務組合からは労使協議における合意内容として、

平成 25 年９月 11 日付けで「特別区職員の雇用と年金の接続への対応について」

が示されました。これらを受けて区としても再任用制度の運用について見直し

を図りました。 

見直しの内容としては、定年退職後に無収入期間が発生しないよう、公的年

金の報酬比例部分の支給開始年齢の段階的な引き上げに合わせて、再任用職員

への採用を希望した定年退職職員について、原則として再任用職員として採用

する、と整理しました。 

その後、平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、国家公務員法及び地

方公務員法が改正（令和５年４月１日施行）され、国家公務員の定年引上げ等

の高齢期の職員を最大限に活用するための措置が講じられることとなりました。 

それに基づき、令和５年度から令和13年度まで定年年齢を段階的に65歳に引き

上げるほか、従来の再任用制度は令和４年度までで廃止（定年が段階的に引き

上げられる経過期間において、65歳まで再任用ができるよう、暫定再任用制度

を措置）とし、令和５年度からは役職定年制及び定年前再任用短時間勤務制の

導入等を行いました。 

これらの制度により、組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持しつつ、長

年区政に携わってきた職員の豊富な経験と能力を最大限に活用し、区民サービ

スの向上を図ってまいります。 

この章では、職員の退職状況、再任用等の現状について説明します。 



① 定年退職

当該職員が61歳（医師・歯科医師は65歳）に達した日以後における最初の３月31日を

迎えた場合
※定年引上げについては、104頁の「定年引上げ」を参照してください。

② 普通退職

③ 勧奨退職

④ その他

退職は定年退職、普通退職、勧奨退職等に分かれます。

50歳以上55歳未満、区歴25年以上の者で勧奨に応じて退職した場合
55歳以上58歳未満（医師・歯科医師は60歳未満）、区歴20年以上の者で勧奨に応じて退
職した場合
58歳以上、60歳に達する日の前日までの者で勧奨に応じて退職した場合
※医師・歯科医師は60歳以上で勧奨に応じて退職した場合

上記のほかに以下の事由で退職をする場合があります。
　・欠格条項該当による失職
　・任用期間の満了
　・分限免職
　・懲戒免職
　・死亡退職
　・交流転出（東京都、特別区間の人事交流に伴う転出）
　・併任解除（他の自治体から派遣された職員が、派遣を解除された場合）

当該職員が退職の希望を申し出て、区長が承認した場合
※令和５年度以降から、60歳に到達した後定年退職を迎えるまでの間に退職した人も含
みます。

（１）令和６年度における退職の類型

（２）類型別退職者の推移
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　このため、業務のノウハウの確実な継承と、行政運営のさらなる効率化を図り、区民サー
ビスの維持・向上につながる体制づくりを進めます。

　地方公務員の定年の基準となる国家公務員の定年が段階的に引き上げられることに伴い、
定年年齢を令和５年４月から２年に１歳ずつ段階的に引き上げ、令和13年４月に65歳となり
ます。なお、医師・歯科医師の定年年齢は、現行65歳のままです。

　定年退職者が生じる見込みの年度では、100～140人程度の定年退職予定者数が続く見込み
です。

（３）今後の定年退職者数の見込み
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※定年年齢を令和６年度は61歳、令和７年度から令和８年度は62歳、令和９年度から令和10年度は63歳、令和11年度
から令和12年度は64歳、令和13年度以降は65歳として算定（医師・歯科医師は定年年齢を各年 度65歳として算定）

※令和９年度及び令和11年度の定年退職者予定者数１名は医療技術系
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 ・任期は定年退職日相当日まで
 ・選考により採否を決定

 定年退職者等

 ・雇用と年金の接続の対象者については
　 原則、フルタイム勤務職員として採用
 　[雇用と年金の接続の再任用の任期]
　　S34.4.2～36.4.1生まれ 64歳まで
　　S36.4.2以降生まれ　　 65歳まで
 ・短時間勤務職員の勤務形態
 　週31時間(7時間45分×4日/週)

 ・短時間勤務職員の勤務形態
 　週31時間(7時間45分×4日/週)

  定年前職員と同じ

 60歳に達した日以後、定年前に退職し
 た者

 対象者

 任期等

 勤務時間

 休憩時間

 ・任期は１年
 ・上限年齢は65歳
 ・選考により採否を決定

　本格的な高齢社会に対応し、高齢職員の知識・経験を積極的に活用することにより、区

民サービスの維持・向上と行政の効率的運営を図るとともに、年金制度の改正に合わせ、

60歳代前半の生活を雇用と年金により支えるという地方公務員法等の改正の趣旨に基づ

き、平成14年度に高齢職員の雇用制度として導入しました。

　従来の再任用制度は定年引き上げに伴い令和４年度までで廃止となりましたが、令和５

年度からは経過措置として暫定再任用制度が存置されるほか、新たに定年前再任用短時間

勤務制が導入されました。

 制　度

 地方公務員法上
 の職の位置づけ

 暫定再任用職員制度  定年前再任用短時間勤務制

 一般職

 根　拠
 地方公務員法（令和３年法律第63号改
正）令和３年改正付則
 第４条、５条、６条、７条

 地方公務員法第22条の４

 給与等

 休暇等
 ・基本的には定年前職員と同様。ただしリフレッシュ休暇を除く

 ・育児休業、部分休業は取得できる期間が定年前職員と異なる

 給与、職務に関連する手当、旅費を支給

（１）制度の趣旨

（２）暫定再任用職員制度及び定年前再任用短時間勤務制の概要

２ 暫定再任用制度・定年前再任用短時間勤務制
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　　　暫定再任用職員・定年前再任用短時間勤務職員は、原則として退職時と同じ職

　　種（職務名）に採用されます。

　　　令和６年度に採用されている職種（職務名）は次のとおりです。

　　　・事務系…事務

　　　・福祉系…福祉（福祉、保育士、児童指導）、心理

　　　・一般技術系…土木造園、建築、機械、電気、衛生監視

　　　・医療技術系…栄養士、保健師、看護師、検査技術、歯科衛生、診療放射線

　　　・技能系…技能Ⅰ(介護指導・自動車運転)、技能Ⅱ(警備)、

　　　　　　　　技能Ⅲ(調理、用務)、技能Ⅴ(自動車運転Ⅱ)、技能Ⅵ(作業Ⅲ)

　　　・業務系…業務

　　　暫定再任用職員・定年前再任用短時間勤務職員は、一般職として定年前職員と

　　同様の職務に従事し、これまで培った知識と経験を活用し、円滑かつ効率的な行

　　政運営を確保しています。

　　　平成26年度から、雇用と年金の接続の対象となる職員が、再任用職員への採用

　　を希望した場合は、原則として再任用職員として採用するものとしていました。

　　　再任用制度が廃止された令和５年度以降も、定年が段階的に引き上げられる経

　　過期間において、65歳まで再任用できるよう、従来の再任用制度と同様の仕組み

　　を措置する暫定再任用制度と、60歳に到達した日以後、定年前に退職した者を短

　　時間勤務の職に採用することができる定年前再任用短時間勤務制が設けられてい

　　ます。

　　　医師職以外の定年年齢の引上げに伴い定年退職が２年に１回となり、令和５年

　　度の定年退職者がおらず、常勤職員を継続する者が多数いたため、令和６年度の

　　人数が少なくなっています。

暫定再任用職員・定年前再任用短時間勤務職員数(職種別)の推移
（４年度以前は再任用職員数、５年度は暫定再任用職員数）
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平成 26 年 5 月に地方公務員法が改正され、地方公共団体は、職員の退職管理の適正を確

保するために必要な措置を講ずることが規定されました。 

大田区では、「職員の再就職に関する取扱要綱」に基づき、区を離職した管理職員が営利

企業等に再就職した場合、その状況を把握し、公表しています。 
 

 

 

① 再就職状況の届出 

管理職員で、離職後２年以内に営利企業等に再就職した者は、再就職後２か月以内

に所定の届出書を区長へ提出することとしています。 

② 再就職先状況の公表 

届出のあった再就職者の氏名、離職時の役職、離職年月日、再就職先の名称、 

     再就職先の役職及び再就職年月日を毎年７月に大田区ホームページで公表します。 
 

   〇令和６年７月に公表した再就職者情報 

離職時役職 
離職 

年月日 
再就職先名称 

再就職先 

役職 

再就職 

年月日 

総務部危機管理室長     
令和５年 

３月 31 日 
協和産業株式会社 ― 

令和５年

９月１日 

スポーツ・文化・国

際都市部副参事＜公

益財団法人大田区ス

ポーツ協会派遣＞ 

令和６年 

３月 31 日 

公益財団法人 

大田区スポーツ協会 
事務局長 

令和６年

４月１日 

スポーツ・文化・国

際都市部副参事＜公

益財団法人大田区文

化振興協会派遣＞ 

令和６年 

３月 31 日 

公益財団法人 

大田区文化振興協会 
事務局長 

令和６年

４月１日 

スポーツ・文化・国

際都市部副参事＜公

益財団法人大田区文

化振興協会派遣＞ 

令和６年 

３月 31 日 

公益財団法人 

大田区文化振興協会 

龍子記念館 

館長 

令和６年

４月１日 

スポーツ・文化・国

際都市部副参事＜一

般財団法人国際都市

おおた協会派遣＞ 

令和６年 

３月 31 日 

一般財団法人 

国際都市おおた協会 
事務局長 

令和６年

４月１日 

産業経済部副参事＜

公益財団法人大田区

産業振興協会 

令和６年 

３月 31 日 

公益財団法人 

大田区産業振興協会 
産業者支援部長 

令和６年

４月１日 

（１）目 的 

（２）内 容 

３ 管理職員の再就職状況の公表 
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離職時役職 
離職 

年月日 
再就職先名称 

再就職先 

役職 

再就職 

年月日 

福祉部副参事＜公益

社団法人大田区シル

バー人材センター派

遣＞ 

令和６年 

３月 31 日 

株式会社 

大田まちづくり公社 
事業部長 

令和６年

４月１日 

上池台障害者福祉会

館長 

令和６年 

３月 31 日 

公益社団法人 

大田区シルバー人材

センター 

事務局長 
令和６年

４月１日 

健康政策部糀谷・羽

田地域健康課長 

令和６年 

３月 31 日 

多摩川緑地広場管理

公社 
― 

令和６年

４月１日 

こども家庭部副参事

（子育て施設基盤整

備担当） 

令和６年 

３月 31 日 

一般社団法人 

大田区環境公社 
総務部長 

令和６年

４月１日 

 

 

      

・管理職員 職員の職名に関する規則（昭和 59年規則第 39号）に定める参事、専門

参事、副参事及び専門副参事の職層にある者 

    ・再就職者 退職職員で、営利企業等に再就職した者 

・営利企業等 営利企業及び営利企業以外の法人（国、国際機関、地方公共団体、独

立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第２条第２項に規定する特定独立行

政法人及び地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第２条第２項に規定す

る特定地方独立行政法人を除く。） 

用語説明 


